
令和８年３月２５日  

 

「日野市新型インフルエンザ等対策行動計画（素案）」に関するパブ

リックコメントの結果報告について 

 

 「日野市新型インフルエンザ等対策行動計画（素案） 」の策定に関し、パブリックコメ

ントを実施いたしました。多くのご意見をいただき誠にありがとうございます。その結果

について、以下に報告します。 

 

１  意見募集期間  

令和８年（２０２６年）２月２日（月）～令和８年（２０２６年）３月３日（火）まで 

 

２  周知方法  

⚫ 市の広報紙である「広報ひの」の令和８年２月号に掲載しました。 

⚫ 市のＨＰに令和８年２月２日から掲載しました。 

 

３  素案の掲示方法  

（１）市のＨＰに、令和８年２月２日から令和８年３月３日までの間、電子データを掲示し

ました。 

（２）健康課窓口、 七生支所、  豊田駅連絡所、市内の各図書館（６館）、市政図書室に、

閲覧用の素案を掲示しました。 

 

４  意見の提出方法  

健康課へ持参、郵送、ＦＡＸ、電子メール、市プラットフォーム 

 

５  意見の件数  

意見人数  ３名  意見数  ３件  

 

 

 



 

６  ご意見と市の考え方  

 

項番  
該当  

ページ 
ご意見  市の考え方  計画への反映  

１  P32 ワクチンの項目が加わった

ことが疑 問 です。厚 労 省 の

HPを見ても明らかなように、

新型コロナワクチンによる副

反応により、死者や体調不良

者が続出しても、立ち止まら

ない国に対して、不信感を禁

じえません。これから出来る

新しいワクチンについても信

頼することはできません。ワク

チンの項目が増えたことは、

市が、その安全性と有効性に

何の疑問もなく取り組むとい

う意味になります。本当にそ

れで十分でしょうか？ワクチ

ン接種後の対処はいつもお

ざなりではありませんか？海

外では日本ほどワクチンに妄

想を抱いていません。再考を

お願いします。 

 

ご意見ありがとうござ

います。  

本 計 画 の改 訂 は、政 府

行動計画や東京都新型

インフルエンザ対策行動

計画に準拠して行ってお

り、国および東京都の方

針に基づき、必要な対策

を実施してまいります。  

本件は原案どおりといた

します。  

 

市 の 考 え は

左記のとおり

です。ご意見

として承 り 、

計 画 へ の 反

映はございま

せん。  

２  ― インフルエンザ対策に関して  

ワクチンやマスクに効果が

ある事が前提に進められてお

り、公平性が損なわれている

ようにも感じます。メリット、

デメリット双方を提示の上 、

市民 1 人 1 人が判断できる

ような公表になればありがた

いと考えます。 

ご意見ありがとうござ

います。  

本 計 画 の改 訂 は、政 府

行動計画や東京都新型

インフルエンザ対策行動

計画に準拠して行ってお

り、国および東京都の方

針に基づき、必要な対策

を実 施 してまいります。

引き続き、感染対策につ

いて、国や東京都の動向

を注視しつつ、市民の健

康を守るためにしっかり

と市のホームページなど

で情 報 発 信 を行 いたい

と考えております。  

本件は原案どおりといた

します。  

 

市 の 考 え は

左記のとおり

です。ご意見

として承 り 、

計 画 へ の 反

映はございま

せん。  

３  ― 「 新型インフルエンザ等対

策行動計画 」を見ました。国

は今まで新型コロナウイルス

感染症対策で何を学んだの

ご意見ありがとうござ

います。  

本 計 画 の改 訂 は、政 府

行動計画や東京都新型

市 の 考 え は

左記のとおり

です。ご意見

として承 り 、



でしょうか。 

ワクチン、マスク、アルコール

消毒 、ソーシャルディスタン

ス、黙 食 、あらゆる策をやり

続けさせ効果のデータも出さ

ずに、また同じことを繰り返

そうとしてるように思えます。  

特に高齢者はこの行動計画

によりまた感染症対策をしっ

かりやらなければと思い込ん

でしまうと死者や健康不良が

増え続けると思います。特に

ワクチン接種は日本国内にワ

クチン工場が増えてるので消

費目的にしか思えません。 

税金使ってこんな馬鹿げたこ

とやらないでください。迷惑

です。 

 

インフルエンザ対策行動

計画に準拠して行ってお

り、国および東京都の方

針に基づき、必要な対策

を実 施 してまいります。

引き続き、感染対策につ

いて、国や東京都の動向

を注視しつつ、市民の健

康を守るためにしっかり

と市のホームページなど

で情 報 発 信 を行 いたい

と考えております。  

本件は原案どおりといた

します。  

計 画 へ の 反

映はございま

せん。  

 

７  所管部署  

健康福祉部  健康課  

 

８  問合せ先  

健康福祉部健康課  電話番号  ０４２－５８１－４１１１  

 


